
地域包括診療料１ 1,660点
地域包括診療料２ 1,600点

（月１回）

地域包括診療加算１ 25点
地域包括診療加算２ 18点

（１回につき）

病院 診療所 診療所

包括範囲 下記以外は包括とする。なお、当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決
定することとし、算定しなかった月については包括されない。

・（再診料の）時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料 ・診療情報提供料（Ⅱ） （Ⅲ）
・在宅医療に係る点数（訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居
時等医学総合管理料を除く。）
・薬剤料（処方料、処方せん料を除く。）
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のう
ち、所定点数が550点以上のもの

出来高

対象疾患 高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の４疾病のうち２つ以上（疑いは除く。）

対象医療機関 診療所又は許可病床が２００床未満の病院 診療所

研修要件 担当医を決めること。関係団体主催の研修を修了していること。

患
者
に
対
し
指
導
・
服
薬
管
理
等
を
行
う

指導 ・患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行う。

服薬管理 ・当該患者に院外処方を行う場合は
２４時間開局薬局であること 等

・当該患者に院外処方を行う場合は２４時間対応薬局等を原則とする 等

・他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬をすべて管理し、カルテに記載する ・原則として院内処方を行う
・院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者が受診時に持参するお薬手帳のコピーをカルテに貼付
する

・当該点数を算定している場合は、７剤投与の減算規定の対象外とする

健康管理 ・健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙 等

介護保険制度 ・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること等。

在宅医療の提供
および２４時間
の対応

・在宅医療の提供及び当該患者に対し ２４時間の往診等の体制を確保していること。（在宅療養支援診療所以外の診療所に
ついては連携医療機関の協力を得て行うものを含む。）連絡を受けた場合は受診の指示等、速やかに必要な対応を行う。

・下記のすべてを満たす
①地域包括ケア病棟入院料等の届出
②在宅療養支援病院

・下記のすべてを満たす
①時間外対応加算１の届出
②常勤換算２人以上の医師が配置され、

うち１人以上は常勤
③在宅療養支援診療所

・下記のうちいずれか１つを満たす
①時間外対応加算１、２又は３の届出
②常勤換算２人以上の医師が配置され、

うち１人以上は常勤
③在宅療養支援診療所 18
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地域包括診療料

届出医療機関数・算定回数

地域包括診療料２ 地域包括診療料１

地域包括診療料 病院

診療所

地域包括診療料・加算の算定・届出状況

出典：
（届出医療機関数）各年７月１日時点の主な施設基準の届出状況
（算定回数）社会医療診療行為別統計

○ 地域包括診療料・加算の状況については、近年は届出医療機関数・算定回数ともに横ばい。
○ 地域包括診療加算の方が、届出医療機関数・算定回数ともに多かった。

（医療機関数） （医療機関数）（算定回数／月） （算定回数／月）
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地域包括診療料・加算を届け出ていない理由

出典：令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

施設基準の要件を満たすことが困難であるから

外来患者に算定対象となる患者がいないから・少ないから

他院への通院状況等、把握しなければならない項目が多く、

医師の負担が重いから

患者の自己負担額が重くなることはできるだけ避けたいから

患者に地域包括診療料・地域包括診療加算の意義を

理解してもらうことが困難だから

患者本人や家族から、地域包括診療料・地域包括診療料

算定の承諾が見込めないから

経営上のメリットが少ないから

他の医療機関の届出動向や運用状況などの情報収集を

行っている段階であるから

その他

地域包括診療料・加算を届け出ていない理由（n=473）

あてはまる理由全て 最大の理由

○ 地域包括診療料・加算を届け出ていない理由としては、「施設基準を満たすことが困難」との回答が最
も多かったが、「算定対象となる患者がいない・少ない」「医師の負担が重い」と回答している施設も一定程
度存在していた。
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厚生労働省 腎疾患対策検討会
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CKD（慢性腎臓病）について

○ CKDに対する治療においては、かかりつけ医と専門医療機関における連携が重要とされている。



出典：日本腎臓学会「生活習慣病からの新規透析導入患者の減少に向けた提言」

かかりつけ医におけるCKDの管理

地域包括診療料・
加算において評価
の対象とされてい
る診療に該当

かかりつけ医に
おける診療が求
められている

【かかりつけ医にお
ける管理】

CKD患者に対しては、
CKD悪化因子（糖尿
病、高血圧、脂質異
常症、肥満、喫煙、
貧血など）を把握
し、生活習慣の改善
や血圧・血糖・脂質
異常症の管理を行い
ながら、CKDのフォ
ローアップとして尿
検査・血液検査をス
テージG1～G2であれ
ば３～６ヶ月ごと、
ステージG3～G5であ
れば１～３ヶ月ごと
に実施する。

出典：日本腎臓学会
「CKD診療ガイド
2012」

22



 循環器病は、急性期突然死の主な原因かつ介護が必要となる主な原因であり、急性期から維持期まで一貫した診療提供体制の構築が必要。
 診療提供体制の評価にあたっては、地域の評価指標に加えて、各医療施設に対する評価指標も必要。（具体的な指標については今後の検討が必要。）

（１）基本的な考え方
 再発予防･再入院予防の観点
 慢性心不全患者への対策
・増悪による再入院を繰りかえしやすく、今後患者数が増加

（２）再発予防･再入院予防に向けた考え方
 多職種チームによる多面的・包括的な疾病管理（※）
・患者教育、運動療法、冠危険因子の管理等
※学会は、「疾病管理プログラムとしての心血管疾患リハビリテーション」と提唱。

 地域の医療資源を効率的に用いて、多職種が連携できる体制

（３）慢性心不全対策の考え方
 地域全体で慢性心不全患者を管理
・かかりつけ医等と専門的医療を行う施設の連携

 幅広い心不全の概念の共有
・患者、家族、心血管疾患を専門としない医療従事者や行政等との共有

（１）基本的な考え方
 時間的制約の観点（早急に、適切な治療を開始する必要性）
 国民に対する教育･啓発（疾患の前兆、症状、発症時の対処法等）
 専門性を重視した救急搬送体制
（２）施設間ネットワーク構築および施設が担う医療機能に関する考え方
 地域の医療施設が連携し、24時間専門的な診療を提供できる体制
・平均的な救急搬送圏内での連携体制が基本
・地域や対応疾患によっては平均的な救急搬送圏外との連携体制
※遠隔画像診断等の診断の補助に基づくt-PA療法実施
※緊急の外科的治療が必要な急性大動脈解離への対応 等

 施設毎の医療機能を明確にした上での、効率的な連携体制
・施設毎の医療機能は、地域の状況等に応じて柔軟に設定

 提供する急性期医療について、安全性等の質の確保

平均的な救急搬送圏内での連携体制

診療情報の共有による相談・連携体制

t-PA
療法

ＰＣＩや
内科的治療

内科的
治療

t-PA療法に加えて、血管内治療
や外科的治療

（補助下での）
t-PA療法

ＰＣＩや内科的治療に加え
て、外科的治療等

患者の状態や、対応疾患に応じた円滑な連携

（補助下での）t-PA療法 ＰＣＩや内科的治療

遠隔診療を用いた診断の補助

平均的な救急搬送圏外との連携体制

脳卒中の医療機能

心血管疾患の医療機能

時間経過

身
体
機
能

心不全
リスク状態

症候性
心不全

心不全発症

難治化

（突然死）

増悪による入院治療

器質的心血管疾患（※）の発症・再発

～心血管疾患患者の臨床経過イメージ～

（※虚血性心疾患等）

～急性期診療提供のための施設間ネットワークのイメージ～

回
復
期
～
維
持
期

急
性
期

ＰＣＩ：経皮的冠動脈インターベンション

心不全について

出典：「脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方について（平成29年７月）」（脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方に関する検討会」報告書）

○ 循環器病の医療提供体制については、急性期～回復期・慢性期のネットワークが重要とされている。
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かかりつけ医における心不全の管理

出典：厚生労働科学研究費補助金 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業「地域のかかりつけ医と多職種のための心不全診療ガイドブック」 24

○ かかりつけ医には、心不全の発症予防や、発症後の専門医と連携した急性増悪への対応及び安定期
の心不全管理の実施が求められている。

ステージA～B：かかりつけ医が中心となって、生
活習慣病の管理等を通じた心不全
の発症予防を実施。

ステージC～D：かかりつけ医と専門医の連携によ
り急性増悪への対応及び安定期の
心不全管理を実施。

（「1-1-1 心不全の概念」より）

地域包括診療料・加算において評価の対象とされ
ている診療に該当



地域包括診療料・加算の施設基準において満たすことが困難な要件

出典：令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査

満たすことが困難な要件はない

慢性疾患の指導に係る適切な研修を修
了した医師を配置していること

健康相談を実施している旨を院内掲示
していること

対象患者に対し院外処方を行う場合は
24時間対応をしている薬局と連携してい
ること

敷地内が禁煙であること

介護保険制度の利用等に関する相談を
実施している旨を院内掲示していること

要介護認定に係る主治医意見書を作成
していること

介護保険関係の要件の1つを満たしてい
ること

在宅医療の提供及び対象患者に対し24
時間往診等が可能な体制の確保もしく
は24時間往診等の対応が可能な医療機
関との連携体制が確保できていること

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

あてはまる理由全て

最大の理由

【病院の場合】地域包括ケア病棟入院料の届
出を行っていること

【病院の場合】在宅療養支援病院の届出を
行っていること

【診療所の場合】時間外対応加算2の届出を
行っていること

【診療所の場合】時間外対応加算3の届出を
行っていること

【診療所の場合】常勤換算2名以上で医師が
配置され、うち1名以上が常勤であること

【診療所の場合】在宅療養支援診療所である
こと

【診療所の場合】①時間外対応加算1又は2
の届出、②常勤換算2名以上の医師の配置
（うち1名以上が常勤）、③在宅支援診療所、
のいずれか1つの要件を満たすこと

外来診療から訪問診療への移行実績が直近
１年間で10人以上（在宅療養支援診療所以
外の診療所は3人以上）いる

直近１か月に初診、再診、往診又は訪問診
療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療
を実施した患者の割合が70%未満

その他

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

○ 満たすことが困難な要件については、研修を修了した医師の配置と院外処方における24時間対応可能な薬局との連携に加え、在宅医療に係
る取組を挙げた施設が多かった。

地域包括診療料・加算の施設基準のうち満たすことが困難な要件（いずれかを届け出ている医療機関（n=204）の回答）
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